
南砺市地域防災計画見直し（案）の概要

１．見直しの概略

  今回の見直しは、主に国の防災基本計画、原子力防災対策指針、県の地域防災計画（震災編、原子力

災害編）の見直しに合わせ、市の地域防災計画の総則、震災編を修正し、事故対策編に原子力防災対策

を新設するものです。

  その他、気象警報発令基準の改正に伴う雪害編の一部修正、これまで各災害の復旧対策を別構成して

いたものを、第２編 風水害編の第３章に集約し、災害ごとに特異な復旧対策のみをそれぞれに記載、

編集する形に変更しております。

  また、修正箇所全体の節に対策の体系【フローチャート】を挿入しています。

２．編、章、節区分ごとの主な項目（以下記載の節番号は、見直し後の番号）

第１編 総則  資料１ 

  第１節 地域防災計画の目的及び性格

   ・「計画の構成」の編、章の見直し

  第２節 防災の基本方策

   ・「防災についての考え方」、「各段階のおける基本方策」の修正、「各種計画等の作成」の新設

  第３節 防災関係機関等の責務

   ・「防災関係機関等の責務」、「防災関係機関の業務大綱」の修正

・「市民及び事業所・企業のとるべき措置」の追加

  第４節 災害対策本部の組織

   ・「災害対策本部組織図」、「各部・班の分掌事務」の修正…市の機構改革による

  第６節 社会構造の変化への対応

   ・「都市構造の変化」、「生活環境の変化」、「コミュニティ活動の停滞」、「災害時要援護者の増加」、

「男女共同参画の視点を取り入れた防災」の追加

  第７節 災害の想定

   ・「地震災害の想定」を修正

  第８節 減災重点施策

   ・現行の「防災対策の推進方向」を再構成

 第２編 風水害編  資料４ 

  第３章 復旧対策

   ・これまで各災害に対する復旧対策を「災害復旧対策」として編の扱いで構成していたものを、「予

防対策」、「応急対策」、「復旧対策」の基本的な防災対策構成にあわせ、風水害編に集約掲載した。

（他の編では、復旧対策の項目を設け、風水害編を準用するものとし、その災害ごとの特異な復

旧対策を掲載した）

 第３編 雪害編  資料６ 

  第２章 応急対策

   第１節 予警報の伝達

    ・「注意報・警報の種類及び発表基準」の修正

   第２節 応急活動体制

    ・「市の活動体制」の修正

 第５編 震災編

  第１章 震災予防対策  資料２ 

   第１節 災害予防対策

    ・「震災予防対策（３つの視点）」、「建物の耐震化」の修正

資料 ７



   第２節 都市基盤の安全性の強化

    ・「公共土木構造物の安全性強化」、「ＬＰガス設備の災害予防対策」、「通信施設における災害予防

対策」、「危険物施設の安全性強化」、「地盤の液状化対策」等の修正

   第３節 防災活動体制の整備

    ・「防災拠点施設の整備」、「緊急輸送ネットワークの整備」、「相互応援体制の整備」、「業務継続体

制の確保」、「災害復旧、復興への備え」の修正、追加

   第４節 救援・救護体制の整備

    ・「消防力の強化」、「医療救護体制の整備」、「避難所・避難場所・生活救援物資等の確保」の修正

   第５節 防災行動力の向上

    ・「防災意識の高揚」、「自主防災組織の強化」、「防災訓練の充実」の修正

  第２章 震災応急対策  資料３ 

   第１節 応急活動体制

    ・「帰宅困難者対策」

第２節 情報の収集、伝達

・「被害状況等の収集、伝達活動」、「地震情報の収集、伝達活動」の修正

   第４節 広域応援要請

    ・「広域応援要請」の修正

   第５節 救助・救急活動

    ・「消防応援要請」、「惨事ストレス対策」の修正

   第８節 避難活動

    ・「避難所の設置・運営」、「災害時要援護者への支援」、「飼育されていた家庭動物の保護等」の修

正・追加

   第９節 交通規制・輸送対策

    ・「交通情報の収集伝達及び規制の実施」、「輸送車両、航空機の確保」の修正

   第 10節 飲料水・食料・生活必需品等の供給
    ・「飲料水の供給」、「消費者保護対策」の修正・追加

   第 11節 廃棄物処理・防疫・食品衛生対策
    ・「し尿処理」、「ごみ、災害廃棄物等の処理」の修正

   第 12節 警備活動
    ・「行方不明者の捜索」の修正

   第 14節 危険物等防災対策
    ・「危険物製造所等防災対策」の修正

   第 15節 水害・土砂災害対策
    ・「水防対策」、「土砂災害対策」の修正

   第 16節 ライフライン施設の応急復旧対策
    ・「電力施設」、「ＬＰガス施設」、「上水道施設」、「通信施設」の修正

   第 17節 公共施設等の応急復旧対策
    ・「公共土木施設等」、「道路・橋梁の応急復旧活動」、「鉄道施設等」、「社会公共施設等」の修正

   第 18節 応急住宅対策
    ・「応急仮設住宅の確保」の修正

   第 19節 教育・労働力確保対策
    ・「応急教育等」、「労働力の確保」の修正

   第 20節 応急公用負担等の実施
    ・「災害対策基本法に基づく応急公用負担」、「他の法律に規定する公用負担」の追加

 第６編 事故災害編  資料５ 

  第４章 原子力事故対策

    全部新設


